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第３章 ドイツ 

 
はじめに 

ドイツにおける職業訓練の起源は、中世の徒弟制度まで遡る。そこから今日に至るま

で、中央政府（主に連邦教育研究省や連邦経済技術省など）、州政府（職業訓練も深く関

係する「教育」は州政府の権限であり、州ごとに特色がある）、労使、会議所（商工会議

所や手工業会議所）、連邦雇用エージェンシー（BA）、職業教育訓練研究機構（BIBB）

等の関係者が連携を図りながら、発展してきた。  
公共職業訓練で代表的なのは、主に 16 歳以上の若者を対象とした初期職業訓練1の中

核を成す「デュアルシステム職業訓練」だろう。デュアル（二元的）という言葉の通り、

2 年～3 年半に亘る訓練を「企業の実地訓練(3 分の 2)」と「職業学校の学習（3 分の 1）」
を同時並行で行う。デュアルシステム職業訓練は、上述の関係組織が連携しながら職種

ごとに期間や内容、試験等を詳細かつ公的に規定している。また、時代の流れに応じて

訓練職種や訓練規定の改廃も行っている（約 350 種前後）。しかし、当該の訓練を実施す

るかどうかや、実施する場合に訓練生を何名採用するかなどは各企業の自主性に任され

ている。デュアルシステム職業訓練に対して政府が資金を提供するのは、主に職業訓練

規則に沿った訓練内容が提供できない中小企業支援の合同訓施設「企業間職業訓練施設

（ÜBS）」、学校（職業学校等）、訓練ポスト採用困難者（無資格求職者、長期失業等）へ

の助成などが殆どである。  
学校から労働市場への移行期の架け橋として、デュアルシステム職業訓練が重要な役

割を担っていることは今日でも変わりないが、他方、訓練後の採用保障がない点や、長

期間にわたり薄給で多くの業務をこなさなければならない点等について訓練生からは不

満の声も上がっており、若者のネガティブな生活感を表す「実習世代（Generation 
Praktikum）」や「不安定世代（Generation Prekär）」という言葉も生まれている。  

さらに、早期職業訓練による人材育成の苗床となってきたドイツ特有の「3 分岐型の

教育制度」に関しても、高学歴志向の波や、社会格差の固定化を助長するとの批判を受

けて揺らぎが生じており、各州が教育制度改革に乗り出している。  
このほか職業訓練に関する近年の動向としては、「欧州資格枠組み（EQF）」に基づく

「国内の資格枠組み（DQR）」について、職業資格の格付け議論が決着して 2013 年から

正式に運用が開始されたことが挙げられる。特に議論されたのはドイツ特有の職業資格

である「マイスター」の格付けだが、現在は「大学卒業資格（学士）と同等の EQF/DQF
レベル 6」とされている。 

また、第 4 次産業革命（Industrie 4.0）を見据えて、デジタル時代に適応するための

                                                  
 1 「初期職業訓練」とは、主に学校教育後に職業知識を身につけて就業するために受ける訓練を指す。な

お、「継続職業訓練」は、その後さらなる能力の向上を図るために受ける訓練を指す。  
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IT ญޟ、りߚࠊᶦに↢ࠍዞᬺ⸥㍳߿訓練ߩฦ人、߿⚝模ߩ訓練ߚ⟎ࠍ訓練に㊀ὐ⺆⧷߿

ᐳ（konto）ޠで࠺ジ࡞࠲▤ℂし߁ߣ߁ࠃ構ᗐ߽ 2016 年ᧃに発ࠇߐ、ᵈ⋡ࠍ集て

 。る
本Ⓜでは߁ߎしߚὐに⸅ߟߟࠇ、╙ 1 ▵で⡯ᬺ訓練ߋࠍる社会⊛േะࠍߚᓟ、╙

2 ▵で訓練制度ߩ♽ࠍⷰする。ߩߘᓟ、╙ 3 ▵でታᣉ⁁ᴫ߿ฦ⒳ߩᡰេ策ࠍ⚫し、

╙ 4 ▵で㕖式ߥ教育訓練ߩ⁁に⸅ࠇ、ᦨᓟに◲නߥまࠍߣㅀߴる2。 
 
╙㧝▵ ഭᏒ႐ߩ⁁ᴫߣ․ᓽ 

ੱญേะ 

ドイツߩ人ญは 2015 年ᤨὐで、⚂ 8,200 ਁ人でる4。 
年㦂ߩ人ญേะ੍᷹ࠍるߣ、ᓟは、19 ᱦએਅߩ⧯年ഀวᷫߩዋ65、ߣ ᱦએ上ߩ

㜞㦂ഀวߩჇട߇ㄟまࠇてる。2008 年ߩᲑ㓏で、65 ᱦએ上ߩ㜞㦂⠪は全ߩ 5 ಽ

ߩ 2060、߇ߚߞߛ（20.4%）1 年には 3 ಽߩ 1（⚂ 32.6%）に㆐するࠇߐ੍᷹ߣてる

（࿑ 3-1）。 
 

࿑ ��� ᐕ㦂ੱߩญേะ੍᷹㧔���� ᐕ㨪���� ᐕ㧕 

 2008 年  2020 年 2030 年 2040 年 2050 年  2060 年

0㨪19 ᱦ  19.0% 17.0% 16.7% 16.1% 15.6% 15.7%
20㨪64 ᱦ  60.6% 59.8% 55.0% 52.8% 52.6% 51.7%
65 ᱦએ上  20.4% 23.2% 28.3% 31.1% 31.8% 32.6%

ᚲ : Statistisches Bundesamt（2009） . 
 
␠ળേะ 

ㄭ年ߩ社会⊛േะࠍるߣ、⚻ᷣ、労働Ꮢ႐߽ߣにၷ調にផ⒖してる。2008 年ߩ

⇇⚻ᷣෂ機ߩᓇ㗀で、⠉年ߩ GDP ᚑ㐳₸はᷫዋし2010、ߩߩ߽ߚ 年には 4.0%にᕆ࿁ᓳ

し、東ౣ⛔৻ᓟ、ᦨ㜞ߩિ߮₸ߚߞߥߣ。労働Ꮢ႐߽ᅢ調で、2015 年はㆊ 25 年で、

⊓㍳ᄬᬺ⠪5ᢙはᦨዋ（279.5 ਁ人）、ዞᬺ⠪ᢙはᦨᄙ（4,303 ਁ人）ࠍ⸥㍳しߚ（年ᐔဋ）。  
৻ᣇで、2015 年はイラࠢ・シリア⚗ߩỗൻ߽ߣߣに、ᄢ㊂ߩ㔍᳃߇ドイツ߳ᵹし

るに߃Ⴧ߇り、ᓟ、ቯ㔍᳃ㅜにߩ߈⛯ᐤ⼔ᚻߛᄢඨは、ᧂߩߘ。ߚߞ年で߽ߚ

ᓥߞて、労働Ꮢ႐߳ᓢޘにߩߘᓇ㗀߇ࠇるߣࠇࠄてる。ㆊߩ⚻㛎ࠄ߆、㔍᳃ߩ

労働Ꮢ႐߳ߩ⛔วはߊߞࠁりߣし߆ㅴዷし್߇ߣߎߥしてる。ㆊߩࠍෳ⠨

                                                  
 2 本Ⓜは、Ute Hippach-Schneider, Kristina Alice Hensen (Eds.)（2014）Germany: VET in Europe – 

Country report 2014 ࠍਥߥෳ⠨文₂ߣしてる。本文ਛ、․にᚲߥ߇႐ว、ห報๔ᦠࠍෳ⠨にし

てる。  
4 2016 年 12 月ᧃᤨὐ。Statistisches Bundesamt, Bevölkerung auf Grundlage des Zensus 

（https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Bevoelkerung/Bevoelkerungsstand
/Tabellen/Zensus_Geschlecht_Staatsangehoerigkeit.html） . 

 5 ⡯ᬺቯ機㑐でる㓹↪ࠛージࠚンシー（AA）ᬺߩോ⛔⸘。AA に᳞⡯⊓㍳ࠍしており、߳ߩᓥ

ㅳ߇ 15 ᤨ㑆ᧂḩで、AA ᳞、น⢻で߇ߣߎるߓするにᔕ⚫߇ ⡯ᵴേࠍ行ߞてる 65 ᱦᧂḩߩ⠪。  
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4
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にするߣ、ฃけࠄ߆ࠇ 5 年ᓟߩዞᬺ₸は、↢↥年㦂人ญにる㔍᳃ߩ⚂ 50㧑でり、

10 年ᓟで 60㧑ᒝ、15 年ᓟで⚂ 70㧑⒟度6ߚߞߛ。は、߁ߎしߚ㔍᳃にኻする⡯ᬺ

訓練ᡰេߩりᣇࠇߐ⺰⼏߇ߤߥてる。  
 
ᢎ⢒ᛛ⢻᳓Ḱ 

ドイツ全ߩ教育㆐ᚑࠍ࡞ࡌるߣ、EU ᐔဋߣห╬ࠃࠇߘ߆り߽㜞。  
㜞╬教育（ᄢත）࡞ࡌは EU ᐔဋߣㄭૃしてる߇、ਛ╬教育㧛ᓟᦼਛ╬教育（ਛ

㜞ත）ഀߩ࡞ࡌวは、EU ᐔဋ 46.6%にኻして、ドイツは  。るてߞߥߣ57.9%
まߚ、ᄢቇ╬ߩ㜞╬教育ㅴቇ⠪ᢙはჇടし⛯けており、2013 年には⚂ 51 ਁ人ߩ⧯⠪

⚂、ᢙはߩߘ。ߚㅴቇし߇ 20 年೨ߩ 27 ਁ人（1994 年）2、ࠄ߆ ㄭߊにჇടしてる

（࿑ お、2012ߥ。（3-2 年ᤨὐで⡯ᬺ訓練（ࡘ࠺ア࡞シス࠹ム）にㅴߛࠎ⠪ߩౝ⸶ࠍ

るߣ、ਛᦼਛ╬（ intermediate secondary）教育修ੌ⠪（42.3%）、೨ᦼਛ╬（ lower 
secondary）教育修ੌ⠪（30.9%）、アࡆト࠘ーア（㜞ᩞ修ੌ資ᩰ㧛ᄢቇቇ資ᩰ）ขᓧ

⠪（24.0㧑）、ή資ᩰ⠪（2.8㧑）ߞߥߣてる。  
 

࿑ ��� ⡯ᬺ⸠✵ߣ㜞╬ᢎ⢒ߩㅴቇ⠪ᢙߩផ⒖㧔��������� ᐕ㧕 

 

ᵈ : ᰷Ꮊ 29 カ国でណᛯߚࠇߐ 1999 年ࡠࡏߩーࡖ࠾ት⸒એ㒠、㜞╬教育߳ߩㅴቇ߇Ⴧട。  
ᚲ :⡯ᬺ教育訓練研究機構（BIBB） . 

 
ᛛ⢻㔛ⷐ 

ᛛ⢻㔛ⷐにߟては、᧪⊛ߥ人᧚ਇ⿷߇ ᔨࠇߐる MINT（ᢙቇ、IT、⥄ὼ⑼ቇ、

Ꮏቇ）ಽ㊁ߩ人᧚育ᚑ߇㊀ⷞࠇߐてる。ޟMINT はᧂ᧪ࠍഃㅧするද会（dem Verein 
MINT Zukunft schaffen）߇ޠᲤ年㐿する MINT ߇ーは、ㅪ㇌⚻ᷣᛛⴚ⋭（BMWi）࠺

ᓟេし、政⇇、ડᬺ、労࿅、教育機㑐、行政╬ߩઍ⠪߇ MINT ಽ㊁ߩ⡯ᬺに㑐す

                                                  
 6 ᜕Ⓜޟ労働Ꮢ႐はၷ調Ɇ㔍᳃ߩᓇ㗀はࠄ߆ࠇߎ㗼ൻޠJILPTޡBusiness Labor Trend2016.4ޢ、pp.46-47。 5

5
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るലߥ人᧚育ᚑᡰេにߟてᗧ឵ࠍする႐߇⸳けࠇࠄてる7。 
MINT ಽ㊁ߩ人᧚ਇ⿷ߩ㗴⸃ߚߩには、当ಽ㊁߳ߩᅚᕈߥࠄߐߩるෳട߇㎛

にߥるߣ⠨ࠇࠄ߃てる。ߚߩߘ、政労は、2001 年ࠄ߆ᛛⴚ♽⡯⒳߿ℂᎿ研究ಽ㊁

߳ᅚᕈߩෳടଦㅴߑࠍすࠟޟー࡞ズ࠺イ߁ߣޠᄢⷙ模ߥイࡌントにขり⚵ࠎでる。

ࠟー࡞ズ࠺イは、政労߇アࠢシ࡚ンࡄート࠽ーߥߣり、ડᬺ、ᄢቇ、研究機㑐ߩߤߥ

⡯ （ᬺ訓練）・研究⚫イࡌントに、⧯ᅚᕈ（ਥにዊਛ㜞ᩞ↢）ࠍᓙする߽ߩでる。

⚂までにࠇߎ 150 ਁ人ߩᅚᕈ߇ෳടしߚ。ㅪ㇌㓹↪ࠛージࠚンシー8（BA）߽ෳടして

おり、MINT ಽ㊁ߩ⡯ᬺࠍㆬᛯしߚ႐วに、ઁߩ⡯ᬺࠃり߽ࠠࡖリアߣ⾓㊄ߩዷᦸ߇㜞

 。る10ᒝ調してࠍߤߥὐ
 
╙㧞▵ ⡯ᬺ⸠✵ᐲߩ♽ 

㧝� ᢎ⢒⸠✵╷ࠆߌ߅ߦ⟎ઃߌ 

㧔㧝㧕ᢎ⢒ᐲߩⷐ 

 ドイツߩ教育制度ߩ⇛࿑は、࿑ 3-3 てߞࠃる。⟵ോ教育年㒢は、Ꮊにㅢりでߩ

ቯࠇࠄており、16 Ꮊߜ߁ߩ 11 Ꮊは 6㨪15 ᱦߩ 9 年㑆、5 Ꮊ߇ 6㨪16 ᱦߩ 10 年㑆ߥߣ

。るてߞ  
ドイツߩ教育制度で․ᓽ⊛ߩߥは、10 ᱦ㗃に、担当教Ꮷにࠃるⷰኤᜰዉࠝ߿リࠛン࠹

ーシ࡚ン╬߇ታᣉ12、ࠇߐ ᱦ㗃に 3 3ޟるࠇࠄㅴቇ先にᝄりಽけߩߟ ಽጘဳ教育制度ޠ

でる11。৻⥸⊛には、本人ߩᔒᦸ߿ㆡᕈࠍടしߟߟᚑ❣⦟ߩ㗅に、ᄢቇㅴቇࠍ⋡ᜰ

す 9 年制（10㨪18 ᱦ）ޟߩギム࠽ジ࠙ムޠ、තᬺᓟは上⚖ኾ㐷ቇᩞ╬でቇ߮、᳃㑆ડᬺ

ᜰす⋠ࠍߤߥᣇോຬ、ਛዊડᬺ⚻༡⠪߿ンࡑラリーࠨਛၷߩ 6 年制（10㨪15 ᱦ）ߩ

ᜰす⋠ࠍᄁຬ⽼߿⡯人、ޠ（ーࡘシ࡞ア）ታ⑼ቇᩞޟ 5 年制（10㨪14 ᱦ）ޟߩၮᐙቇ

。てㅴቇするࠇ߆にಽޠ（ーࡘプトシ࠙ࡂ）ᩞ  
3ޟ ಽጘဳ教育制度ޠはࠇߎまで、ᣧᦼにㆡᕈࠍᭂて⡯ᬺ訓練ࠍᣉすߣߎにߞࠃ

て、ఝߚࠇᾫ練労働⠪ࡑ߿イス࠲ーࠍߤߥヘする㊀ⷐߥ⧣ᐥߞߥߣてߚ߈。し߆し৻

ᣇでは、߆ߕࠊ 10 ᱦで᧪ߩㅴ〝߇ቯࠇߐてしまࠍߣߎ߁ᗧする。⚿ᨐߣして、

ߥኅᐸߩሶޟ߇ギム࠽ジ࠙ムޠに、⽺࿎ኅᐸ⒖߿᳃ߩሶޟ߇ၮᐙቇᩞ（࠙ࡂプトシࡘ

ーޠ（にㅴะ߇㐳ޟ、߈⛯ߊ⽺࿎ߩㅪ㎮ޟޠᩰᏅߩᄢޟޠ㓏⚖ߩ࿕ቯൻߩ╬ޠ社会

                                                  
 7 Staatssekretär Beckmeyer eröffnet 8. "MINT-Tag", Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 

Pressemitteilungen（30.4.2015） . 
 8 ㅪ㇌㓹↪ࠛージࠚンシー（BA）は、法上ߩ法人（Körperschaft des Öffentlichen Rechts）で、᳞⡯

⠪߳ߩ⡯ᬺ⚫、ᄬᬺ㒾制度ߩㆇ༡おߩઁߩߘ߮ࠃ㓹↪・ᄬᬺኻ策ࠍታᣉしてる。本部は࡞ࡘ࠾ン

では࡞ࡌり、Ꮊにࠣ࡞ࡌ 10 では࡞ࡌၞ✚ዪ（Regionaldirektion）、ᣇߩ 156 ⡯ᬺߩ

ቯᚲでる㓹↪ࠛージࠚンシー（Agentur für Arbeit㧦AA）ߣ⚂ 600 ㆇࠍᡰᚲ（Geschäftsstelle）ߩ

༡してる。まߚ、ᣇ⥄ᴦߣหで 303 る（2015して⟎⸳ࠍー࠲ンࡉジ࡚ߩ 年）。  
10 ᜕Ⓜޟ⧯⠪ߩ⡯ᬺ訓練ߋࠍる⁁ޠJILPTޡBusiness Labor Trend2015.5ޢ、pp.34-35。  
11 10 ᱦ㗃ߩᣧᦼㆬᓟ、ᦨೋ 2 年㑆ࠝࠍリࠛン࠹ーシ࡚ンᦼ㑆ߣして、人ߩ⢻ജ߿ㆡᕈ、ᔒᦸࠍߤߥ

✚ว⊛にൊ᩺しࠄ߇ߥቇᩞ㑆ߩᮮᢿ⊛⒖行߇น⢻ߞߥߣてる。  

7

6

8

9

6

7

8
9
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るലߥ人᧚育ᚑᡰេにߟてᗧ឵ࠍする႐߇⸳けࠇࠄてる7。 
MINT ಽ㊁ߩ人᧚ਇ⿷ߩ㗴⸃ߚߩには、当ಽ㊁߳ߩᅚᕈߥࠄߐߩるෳട߇㎛

にߥるߣ⠨ࠇࠄ߃てる。ߚߩߘ、政労は、2001 年ࠄ߆ᛛⴚ♽⡯⒳߿ℂᎿ研究ಽ㊁

߳ᅚᕈߩෳടଦㅴߑࠍすࠟޟー࡞ズ࠺イ߁ߣޠᄢⷙ模ߥイࡌントにขり⚵ࠎでる。

ࠟー࡞ズ࠺イは、政労߇アࠢシ࡚ンࡄート࠽ーߥߣり、ડᬺ、ᄢቇ、研究機㑐ߩߤߥ

⡯ （ᬺ訓練）・研究⚫イࡌントに、⧯ᅚᕈ（ਥにዊਛ㜞ᩞ↢）ࠍᓙする߽ߩでる。

⚂までにࠇߎ 150 ਁ人ߩᅚᕈ߇ෳടしߚ。ㅪ㇌㓹↪ࠛージࠚンシー8（BA）߽ෳടして

おり、MINT ಽ㊁ߩ⡯ᬺࠍㆬᛯしߚ႐วに、ઁߩ⡯ᬺࠃり߽ࠠࡖリアߣ⾓㊄ߩዷᦸ߇㜞

 。る10ᒝ調してࠍߤߥὐ
 
╙㧞▵ ⡯ᬺ⸠✵ᐲߩ♽ 

㧝� ᢎ⢒⸠✵╷ࠆߌ߅ߦ⟎ઃߌ 

㧔㧝㧕ᢎ⢒ᐲߩⷐ 

 ドイツߩ教育制度ߩ⇛࿑は、࿑ 3-3 てߞࠃる。⟵ോ教育年㒢は、Ꮊにㅢりでߩ

ቯࠇࠄており、16 Ꮊߜ߁ߩ 11 Ꮊは 6㨪15 ᱦߩ 9 年㑆、5 Ꮊ߇ 6㨪16 ᱦߩ 10 年㑆ߥߣ

。るてߞ  
ドイツߩ教育制度で․ᓽ⊛ߩߥは、10 ᱦ㗃に、担当教Ꮷにࠃるⷰኤᜰዉࠝ߿リࠛン࠹

ーシ࡚ン╬߇ታᣉ12、ࠇߐ ᱦ㗃に 3 3ޟるࠇࠄㅴቇ先にᝄりಽけߩߟ ಽጘဳ教育制度ޠ

でる11。৻⥸⊛には、本人ߩᔒᦸ߿ㆡᕈࠍടしߟߟᚑ❣⦟ߩ㗅に、ᄢቇㅴቇࠍ⋡ᜰ

す 9 年制（10㨪18 ᱦ）ޟߩギム࠽ジ࠙ムޠ、තᬺᓟは上⚖ኾ㐷ቇᩞ╬でቇ߮、᳃㑆ડᬺ

ᜰす⋠ࠍߤߥᣇോຬ、ਛዊડᬺ⚻༡⠪߿ンࡑラリーࠨਛၷߩ 6 年制（10㨪15 ᱦ）ߩ

ᜰす⋠ࠍᄁຬ⽼߿⡯人、ޠ（ーࡘシ࡞ア）ታ⑼ቇᩞޟ 5 年制（10㨪14 ᱦ）ޟߩၮᐙቇ

。てㅴቇするࠇ߆にಽޠ（ーࡘプトシ࠙ࡂ）ᩞ  
3ޟ ಽጘဳ教育制度ޠはࠇߎまで、ᣧᦼにㆡᕈࠍᭂて⡯ᬺ訓練ࠍᣉすߣߎにߞࠃ

て、ఝߚࠇᾫ練労働⠪ࡑ߿イス࠲ーࠍߤߥヘする㊀ⷐߥ⧣ᐥߞߥߣてߚ߈。し߆し৻

ᣇでは、߆ߕࠊ 10 ᱦで᧪ߩㅴ〝߇ቯࠇߐてしまࠍߣߎ߁ᗧする。⚿ᨐߣして、

ߥኅᐸߩሶޟ߇ギム࠽ジ࠙ムޠに、⽺࿎ኅᐸ⒖߿᳃ߩሶޟ߇ၮᐙቇᩞ（࠙ࡂプトシࡘ

ーޠ（にㅴะ߇㐳ޟ、߈⛯ߊ⽺࿎ߩㅪ㎮ޟޠᩰᏅߩᄢޟޠ㓏⚖ߩ࿕ቯൻߩ╬ޠ社会

                                                  
 7 Staatssekretär Beckmeyer eröffnet 8. "MINT-Tag", Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 

Pressemitteilungen（30.4.2015） . 
 8 ㅪ㇌㓹↪ࠛージࠚンシー（BA）は、法上ߩ法人（Körperschaft des Öffentlichen Rechts）で、᳞⡯

⠪߳ߩ⡯ᬺ⚫、ᄬᬺ㒾制度ߩㆇ༡おߩઁߩߘ߮ࠃ㓹↪・ᄬᬺኻ策ࠍታᣉしてる。本部は࡞ࡘ࠾ン

では࡞ࡌり、Ꮊにࠣ࡞ࡌ 10 では࡞ࡌၞ✚ዪ（Regionaldirektion）、ᣇߩ 156 ⡯ᬺߩ

ቯᚲでる㓹↪ࠛージࠚンシー（Agentur für Arbeit㧦AA）ߣ⚂ 600 ㆇࠍᡰᚲ（Geschäftsstelle）ߩ

༡してる。まߚ、ᣇ⥄ᴦߣหで 303 る（2015して⟎⸳ࠍー࠲ンࡉジ࡚ߩ 年）。  
10 ᜕Ⓜޟ⧯⠪ߩ⡯ᬺ訓練ߋࠍる⁁ޠJILPTޡBusiness Labor Trend2015.5ޢ、pp.34-35。  
11 10 ᱦ㗃ߩᣧᦼㆬᓟ、ᦨೋ 2 年㑆ࠝࠍリࠛン࠹ーシ࡚ンᦼ㑆ߣして、人ߩ⢻ജ߿ㆡᕈ、ᔒᦸࠍߤߥ

✚ว⊛にൊ᩺しࠄ߇ߥቇᩞ㑆ߩᮮᢿ⊛⒖行߇น⢻ߞߥߣてる。  
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㗴ࠍഥ㐳するⷐ࿃にߞߥてるߩߣᛕ್߇国᳃ྃࠄ߆する߁ࠃにߚߞߥ。  
50 年೨、ሶ߽ߤ㆐ߩඨᢙએ上はޟၮᐙቇᩞ（࠙ࡂプトシࡘー）ޠにㅴޟ、ߺギム࠽ジ

࠙ムޠにㅴሶ߽ߤは߶ߩࠎ৻ីりߚߞߛ。し߆し、㜞ቇᱧᔒะ߿↥ᬺ構ㅧߩᄌൻ、教

育ᡷ㕟ߩᵄࠍฃけて、ഀߩߘวはᄢߊ߈ᄌൻし、ޟၮᐙቇᩞ（࠙ࡂプトシࡘー）ޠは

、ਇ人᳇ߥㅴቇ先ߞߥߣてる。 
 

࿑  ᢎ⢒ᐲߩ࠷ࠗ࠼ ���

 
ᚲ : 文部⑼ቇ⋭ޟ諸外国ߩ教育⛔⸘ޠᐔᚑ 27（2015）年 ߣ߽ࠍにᚑ。  

 
 
ㅪ㇌⛔⸘ዪߩ 2016 年 3 月ߩ発資料12にࠃるߩߎ、ߣ 10 年でၮᐙቇᩞ（࠙ࡂプトシ

߇ߩ߽ߩߘ（ーࡘ 42㧑ᷫዋし、は 3,039 ᩞにまで⪭ࠎߎߜでる。ߩߎᕆỗᷫߥ

ዋは、3 ಽጘဳ教育制度߳ߩᛕ್ࠍฃけ、Ꮊにߞࠃてはၮᐙቇᩞࠍߩ߽ߩߘᑄᱛしߚり、

ࠍジ࠙ム࠽ギム・（ーࡘシ࡞ア）ታ⑼ቇᩞ・（ーࡘプトシ࠙ࡂ）はၮᐙቇᩞる 1

                                                  
12 Statistisches Bundesamt （Pressemitteilung Nr. 101 vom 17.03.2016） . 

10

10
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ว制ቇ✚ޟߚߣにまߟ （ᩞࠥࠩムトシࡘー）ࠍޠ⸳⟎しߚりするേ߽ߣ߈ㅪേしてる。 
ᨐ、は、ၮᐙቇ⚿ߩߘ  ߩは全߽ߤሶ߁にㅢ（ーࡘプトシ࠙ࡂᩞ） 12㧑ߺߩで、

ታ⑼ቇᩞ߇ 25㧑、ギム࠽ジ࠙ム߇ 34㧑、ᱷりߩ 3 ഀᒙ߇✚ว制ቇᩞߩઁߩߘ߿ቇᩞにㅢ

 。る13てߞ
 ฦቇᩞߩතᬺ↢ߩㅴ〝ࠍるߣ、ၮᐙቇᩞ（࠙ࡂプトシࡘー）はතᬺᓟߜߛߚにዞ

⡯する↢ᓤ߇ᄙ。ታ⑼ቇ 、しておりߣ⊛⋠ࠍ㙃ᚑߩはਛ⚖ᛛⴚ⠪（ーࡘシ࡞アᩞ）

තᬺᓟはࡘ࠺ア࡞⡯ᬺ訓練にෳടしߚり、ࠄߐに上ߩኾ㐷ᄢቇ߳ㅴቇする⠪߽ዋߥߊߥ

 。る14ᄢቇㅴቇࠦースでߥ⊛⛔ジ࠙ムはવ࠽ギム。

 
㧔㧞㧕ೋᦼ⡯ᬺ⸠✵ 

ドイツߩೋᦼ⡯ᬺ教育訓練は、ේೣߣして、ࡘ࠺ア࡞シス࠹ム（ੑర⊛制度）ߩᨒ⚵

る（࿑ࠇࠊ⡯ᬺቇᩞで行ߩは全日制ߊし߽、߆るࠇࠊౝで行ߺ 3-4）。 
 

࿑  ᭴ㅧߩ✵⸡⡯ᬺᢎ⢒ߩ࠷ࠗ࠼ ���

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ೋᦼ⡯ᬺ訓練ߩਛᩭࠍᚑすߩはࡘ࠺ޟア࡞シス࠹ム（ੑర⊛制度）ޠでる。ドイツで

ᦨ߽人᳇߇㜞資ᩰで、⚂ 350 る17。ડᬺにおけるታ訓練（3߇訓練⡯⒳ߩ ಽߩ

ቇ⠌（3ߩ⡯ᬺቇᩞでߣ（2 ಽߩ 、ฃけࠍ訓練ߥ（࡞アࡘ࠺）⊛రੑ߁ਗ行して行ࠍ（1

ᦨ⚳⹜㛎にวᩰするߣೋᦼ⡯ᬺ訓練修ੌ資ᩰ߇ᓧࠇࠄる。ࡘ࠺ア࡞シス࠹ムは、⟵ോ教

育ࠍ修ੌしߚ⧯⠪߿ᄢቇቇ資ᩰࠍขᓧしߚ⧯⠪ࠍߤߥਥߥኻ⽎ߣしてる。訓練ౝኈ

                                                  
13 ᜕Ⓜޟᄌࠊるၮᐙቇᩞࡘ࠺ߣア࡞⡯ᬺ訓練ޡޠJILPT Business Labor Trend 2016.6ޢpp.51-52. 
14 ᧁᚭ  (2009)ޡઍドイツ教育ߩ⺖㗴ޢ国立国会࿑ᦠ㙚調査߮立法⠨査ዪ  p.9。  
17 ෩ኒには 327 ⡯⒳（2015 年）ߎߎ、ߣᢙ年でᷫዋしてる߇、㐳年 350 ⡯⒳೨ᓟでផ⒖してるߚ、

。するߣߩߎ  

ᚲ : BIBB（2011a）、JILPT 資料シリーズ No.57（2009）ߣ߽ࠍにᚑ。  

11

12

13

11

12

13
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は法ᓞでⷙቯࠇߐており、ᦼ㑆は⡯⒳߿ฃ⻠↢ߩする資ᩰにߞࠃて 2㨪3 年ඨߞߥߣ

てる18。ᦨ⚳⹜㛎は、訓練ಽ㊁ߩℂ⺰ߣታ⠌に㑐する╩⸥⹜㛎ߣญ㗡⹜㛎ࠄ߆ᚑり、▤

ロߩ会⼏ᚲ߇ታᣉする。ߥお、すでに当ߩ⡯ᬺಽ㊁で㓹↪ࠇߐており、ⷙቯߚࠇߐ訓

練ᦼ㑆ߩ 2 ߩ⡯ᬺ⚻㛎ࠍする⠪は、訓練߳ߩෳട߇㒰ࠇߐ、ᦨ⚳⹜㛎ࠍߺߩฃ㛎

する߇ߣߎで߈る。  
ೋᦼ⡯ᬺ訓練資ᩰは、労働Ꮢ႐にるߩߚ㊀ⷐߥⷐઙߞߥߣており、ࠄߐに上ߩኾ

㐷ቇᩞ߿⛮⛯⡯ᬺ訓練にㅴߩߚ㊀ⷐߥ೨提資ᩰߞߥ߽ߣてる。  
まߚ、⡯ᬺ訓練߳ߩෳടは⥄↱߇ߛ、ታ㓙には訓練ࠍ提供するડᬺߩ訓練↢᳞人ၮḰ

訓練、行ࠍㆬᛮߩは訓練Ꮧᦸ⠪ߊᄙߩる。ડᬺてභࠍ⚛ⷐߥนุに㊀ⷐߩෳട߇

ト࠘ーア（㜞ᩞ修ੌ資ᩰ㧛ࡆア、߆修ੌ資ᩰ（ーࡘシ࡞ア）ᄢඨは、ታ⑼ቇᩞߩ↢

ᄢቇቇ資ᩰ）ࠍᚲᜬしてる。ડᬺで⡯႐訓練ࠍ行߁⧯⠪は、⡯ᬺቇᩞߩ↢ᓤでり

 。ߟ㕙߽ᜬ৻ߩしてߣฃけขる⡯ᬺ人ࠍして訓練↢ᚻ当⚿✦ࠍ⚂⡯ᬺ訓練ᄾߣડᬺࠄ߇ߥ
ߓㅢࠍߤߥト、ડᬺ⺑会࠶ࡀー࠲イン߿⡯ᬺ訓練႐ᚲは、ᣂ⡞ᐢ๔ߩお、ડᬺでߥ

て⧯⠪⥄りで⏕するᔅⷐ߇る߇、ㅪ㇌㓹↪ࠛージࠚンシー（BA）ਅߩ⡯ᬺ情報

ン࠲ー（BIZ）ߩߘ߇ᡰេࠍ行ߞてる。  
 

㧔㧟㧕⛮⛯⡯ᬺ⸠✵ 

⛮⛯⡯ᬺ訓練は、ೋᦼ⡯ᬺ訓練修ੌ⠪߿社会人（ᄬᬺ⠪߿ᄬᬺߩᕟ߇ࠇる⠪߽）

ะ上⡯ᬺ訓練ޟߚしߣ⊛⋠ߥਥࠍะ上ߩる⡯ᬺ⢻ജߥࠄߐ。るしてߣ⽎ኻߥਥࠍ╬

（Fortbildung）ߣޠ、ᓥ᧪ߥ⇣ߣる⡯⒳にዞߚߊにᔅⷐߥ⡯ᬺ⢻ജࠍขᓧするߩߚ

る（࿑߇ޠ教育訓練（Berufliche Umschulung）ౣޟ 3-4）。ડᬺౝ訓練߿ᚑ人教育（↢

ᶦ教育）߽ᐢᗧで⛮⛯⡯ᬺ訓練にまࠇる。⛮⛯⡯ᬺ訓練は、㕖Ᏹにᄙ⒳ᄙ᭽で、

訓練提供ᬺ⠪、↪⠪、᳞⡯⠪╬にഥᚑ㊄߇ᡰᛄࠇࠊる႐ว、相ᔕし߽ߩ߽ߥߊ

まࠇてるߩߣᛕ್ߎߘ。ߚߞ߇で、⡯ᬺ教育訓練研究機構（BIBB）19は 2001 年એ

㒠、ޟWB ߿ቯᦼ調査ߩኻ⽎訓練、ߚする⏕ࠍㅘᕈߩし、ഥᚑ⟎⸳ࠍޠー20࠲࠾ࡕ

⹏ଔࠍ行ߞてる。2004 年には、ㅪ㇌㓹↪ࠛージࠚンシー（BA）ߩഥᚑ㊄に㑐す

るㅘᕈࠍ⏕するޟ、ߚ⛮⛯訓練ߩቯお߮ࠃラインスに㑐するᜰ（AZWV）ޠ

ຠ⾰⸽制度ㆡว⸽ߩ提供ᬺ⠪は、ߩり、⛮⛯⡯ᬺ訓練ࠃにࠇߎ。ߚࠇߐ߇

╙社会法ౖ、⽶ࠍขᓧ⟵ോߩ 3 編（SGBΥ）にၮߠて᳞⡯⠪߇⛮⛯⡯ᬺ訓練にෳട

                                                  
18 㜞ᩞ修ੌ資ᩰ㧛ᄢቇቇ資ᩰでるޟアࡆト࠘ーア（Abitur）ࠍޠขᓧしߚ訓練↢にኻして訓練ᦼ㑆ߩ

⍴❗ࠍ⸵ኈするⷙೣ߽る。  
19 教育研究⋭(BMBF)ᚲ▤ߩ⚵❱で、ೋᦼ⡯ᬺ教育訓練ߩ訓練ౝኈ（⡯ᬺ訓練ߩฬ⒓、ᦼ㑆、ౝኈ、⹜㛎

立᩺すࠍ⡯ᬺ訓練ⷙೣ（Ausbildungsverordnung）、行ࠍ調ᢛߩߣに全㑐ଥ⠪ߚⷙቯするࠍ（╬

る߶߆、⛮⛯⡯ᬺ訓練ߩᡰេᵴേ߽行ߞてる。  
20 WB 。ては（http://wbmonitor.bibb.de/index.php）（http://www.bibb.de/de/2160.php）ߟーに࠲࠾ࡕ

WBޟ、おߥ ㆇ༡は、2006ߩޠー࠲࠾ࡕ 年ࠄ߆ドイツᚑ人教育機㑐（DIE）でるライプࡅ࠴↢ᶦቇ⠌

り、は、BIBBࠊにടߚᣂ߇ー࠲ン 。るหㆇ༡してߣ  

14

15
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する႐ว、ᬺ⠪߇提供する႐วߺߩ、ഥᚑ㊄߇ฃけࠇࠄる߁ࠃにࠄߐ。ߚߞߥに

2005 年には、EU ട⋖国㑆で、⡯ᬺ訓練に㑐するㅢᜰᮡࠍ㐿発し、⡯ᬺ訓練ߩ⾰ߩ⏕

ࠍ⛮⛯⊛に࿑る制ߩ⏕立ࠍ⋡ᜰし、᰷ޟᎺ⡯ᬺ教育訓練ຠ⾰⸽࠶ࡀトࡢーࠢ

（EQAVET21）ߣޠ߫ࠇるプラ࠶トフࠜーム߇⸳立ߚࠇߐ。ドイツ߽ߩߎプラ࠶トフࠜ

ームにෳടしており、ട⋖国㑆で情報឵ࠍ行ߞてる。  
 まߚ、ຠࠨ߿ーࡆス࠹ߩスト߿⹏ଔࠍ行߁機㑐でるޟຠ࠹スト⽷࿅（Stiftung 
Warentest22）ޠには、⛮⛯⡯ᬺ訓練ߩຠ⾰に㑐する࠹スト߿⹏ଔࠍ行߁ኾ㐷部⟑߇り、

2008 年એ㒠、ㅪ㇌教育研究⋭（BMBF）ࠄ߆ᚲቯߩ資㊄ഀ߇り当てࠇࠄてる。  
 
㧔㧠㧕ᚻᎿᬺߣ࠲ࠬࠗࡑᎿᬺ࠲ࠬࠗࡑ 

વ⛔⊛ߥ⡯ᬺ資ᩰߣしてฬ㜞ࡑޟイス࠲ー資ᩰޠขᓧߩߚߩ⡯ᬺ訓練߽、ೋᦼᲑ

㓏はࡘ࠺ア࡞シス࠹ムに、ᓟᦼᲑ㓏は⛮⛯⡯ᬺ訓練にまࠇる。  
ー資ᩰは࠲イスࡑ 2 ⒳㘃り、৻ߟはޟᚻᎿᬺࡑイス࠲ー（Handwerksmeister）ޠ、

る（࿑でޠー（Industriemeister）23࠲イスࡑᎿᬺޟはߟ৻߁߽ 3-5）。 
 

࿑ ��� ᚻᎿᬺߣ࠲ࠬࠗࡑᎿᬺ࠲ࠬࠗࡑ 

  ᚻᎿᬺࡑイス࠲ー  Ꮏᬺࡑイス࠲ー  

資ᩰߩㅢ↪▸࿐  ↢ᶦㅢ↪  ⢋ᦠは、ડᬺにൕて、ડᬺౝに当ࡐジシ࡚

ン߇る㒢りㅢ↪  
ൕോ先ߩⷙ模  ਛዊડᬺ（ᦨᄢᓥᬺຬ 300 人⒟度） ᄢડᬺ（ᓥᬺຬ 300 人એ上）  

りಽ  独立（ዊⷙ模）⚻༡⠪  製ㅧ、⚵立、Ꮏ႐▤ℂಽ㊁ߩ⋙〈⡯、ਛ㑆▤ℂ

⡯。ㅢᏱは⡯ຬ（ホࡢイトカラー）ߣしてಣㆄ

立႐  全ᓥᬺຬߩ上ม  担当▸࿐ߩ上ม  

⹏ଔ⠪  
（⹜㛎ታᣉ機㑐）  ᚻᎿᬺ会⼏ᚲߩ⹜㛎ᆔຬ会  Ꮏ会⼏ᚲߩ⹜㛎ᆔຬ会  

⹜㛎ౝኈ  

1. ฃ㛎⡯⒳におけるኾ㐷ታᛛ⹜㛎  
2. ฃ㛎⡯⒳におけるኾ㐷ℂ⺰⹜㛎  
3. ⚻༡ቇ、ቇ、法ቇ  
4. ⡯ᬺ教育ቇ、教育ቇ、労働教育ቇ

1㧚全⡯⒳ㅢߩ⹜㛎  
2㧚⡯⒳ኾ㐷⹜㛎  
3㧚⡯ᬺ教育ቇ、教育ቇ、労働教育ቇ  

 

 

                                                  
21 EQAVET にߟては（http://www.eqavet.eu/WebBasedQA/GNS/aboutus.aspx）。  
22 1964 年に⸳立。ࠁࠄる製ຠࠨ߿ーࡆス࠹ߩスト߿⹏ଔࠍ行ߩߘ、⚿ᨐࠍしてる。  
23 ᚻᎿᬺ⠪߇⡯ᬺ教育訓練↢お߮ࠃ⡯人ߩ⺖⒟ࠍ⚻て、ࡑイス࠲ー⹜㛎にวᩰするߣߎにࠃりขᓧで߈

るᦨ㜞資ᩰߞߥߣてる。ޟᚻᎿᬺ法（HwO）ޠにࠃり、ᚻᎿᬺߩ⒳㘃、ᚻᎿᬺࡑイス࠲ーߩ資ᩰ、ᚻ

Ꮏᬺࡑイス࠲ー⹜㛎╬߇ⷙቯࠇߐてる。ᚻᎿᬺࡑイス࠲ー資ᩰࠍขᓧしߚ⠪は、ԘᚻᎿᬺߩ༡ᬺᮭ、

ԙ⡯ᬺ教育訓練↢ࠍណ↪し教育するᮭࠍᓧる߇ߣߎで߈る。2004 年ᣉ行ߩᚻᎿᬺⷙೣ法ߩᡷᱜまで

は 94 ⡯⒳߇ሽして߇ߚ、は 41 ⡯⒳ߞߥߣてる。 まߚ、ᚻᎿᬺᬺᚲߩᚲ⠪は、⥄ࡑࠄ

イス࠲ー資ᩰࠍしてߥけ߫ࠇᬺᚲࠍഃ⸳お߮ࠃ⛮ᛚで߇ߚߞ߆ߥ߈、ห法ᡷᱜにࠃり、ࡑイス

ߚขᓧするࠍー࠲イスࡑ、ߚま。ߚࠇߐߣߣߎࠃ߫ࠇࠇ㓹ࠍするᬺᚲ⽿છ⠪ࠍー資ᩰ࠲

るࠃにޠะ上⡯ᬺ訓練ଦㅴ法（AFGB㧦Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz）ޟしてߣ⡯ᬺ訓練ߩ

。る߇ߩ߽  

ᚲ : ဈ本⟤編⪺（2006）。  
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 前者が世界に知られる「マイスター」で、後者は工場等で監督者として働く専門訓練

を受けた技能労働者を指す。多くの手工業マイスターは、資格を取得した後に初めて独

立営業が許可され、その資格は徒弟の訓練指導者も兼ねていることから、社会的位置付

けは高い。  
 
２. 所管省庁、関係機関の役割 

（１）政府、関係機関の連携の枠組み 

ドイツの職業教育訓練、特にデュアルシステムによる初期職業訓練には、様々な関係

者が関わっている（図表 3-6）。その中で、職業教育訓練研究機構（BIBB）は、政労使三

者を含む全当事者の合意形成に調整役として重要な役割を果たしている。以下、各関係

者の関与の現状について見ていく。 
 

図表 3-6 デュアルシステム訓練の枠組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
（２）中央政府の役割 

連邦政府（中央政府）は、政府公認の初期職業訓練（デュアルシステム）における訓練

内容の策定に責任がある。最終的には連邦政府が採択したものが規則となるが、その際に

は、産業界と州が合意した基本原則が重視される。また、デュアルシステム訓練促進のた

めに、連邦教育促進法（BAföG）に定めるような個別支援プログラムや、条件不利地域

に追加の訓練場所を設置する特別助成、訓練内容を適時に更新するための特別研究プロジ

ェクト助成なども行っている。  
主務官庁である連邦教育研究省（BMBF）は、一般の職業教育訓練政策に対する責任を

      出所 : Ute Hippach-Schneider, Martina Krause, Christian Woll（2007）.p.18. 
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負っている。具体的には、職業教育訓練法（BBiG）、年次報告書、職業教育訓練研究機構

（BIBB）の法的監視と資金提供、職業教育改善プログラムの実施などである。連邦教育

研究省（BMBF）は、全訓練職種の職業教育訓練政策に関して調整や運営を行うが、当該

職種・産業を管轄する省庁 ― 多くは連邦経済技術省（BMWi） ― とも、必要に応じて、

協力・連携している。  
 
（３）州政府の役割 

学校教育に関する権限は、州教育省にある。国内の教育制度の統一や調整を図るため、

常設機関として全州の担当大臣で構成される「教育大臣会議 （KMK）」がある。但し、

KMK の決定は勧告事項であり、各州議会を通過した場合にのみ法的拘束力を持つ。各州

には職業訓練委員会があり、州レベルの政労使で構成されている。学校の職業教育につい

て助言をするほか、恵まれない若者を支援し、訓練機会を付与する制度の策定なども行っ

ている。このほか、職業訓練規則（Ausbildungsverordnung）を策定する際に、連邦（中

央）と州政府の間の調整を行う委員会（KoA）がある。KoA は、新たな規則の採択や学

校の関連カリキュラムなどを承認する。同委員会は、職業教育訓練に対する責任を負う州

各省の代表、連邦教育研究省（BMBF）、各訓練規則に対する責任を負う省 ― 通常は連

邦経済技術省（BMWi） ― で構成される。  
 
（４）労使の役割 

労働組合と使用者団体は、連邦（中央）、州、地域、企業、それぞれのレベルで重要な

役割を果たしている。労使代表はともに、連邦や州の主要な委員会の構成員であり、職

業訓練委員会や管轄機関の委員会などのあらゆる分野に参画している。  
労使は、特に初期職業訓練の中核を成すデュアルシステムや徒弟訓練変更に係る施策

において中心的な役割を担っている。職業訓練は、常に産業（現場）の需要を満たすも

のでなければならないからである。例えば、資格要件を変更する場合、政府・州・労・

使は、4 者で協議、調整して基本原則に合意する。その後、当該の訓練規則やカリキュ

ラムを決定し、当該産業の労使代表によって、常時ニーズに基づく調整が行われる。例

えば、2004 年から 2013 年にかけてデュアルシステムによる公認訓練資格職種は約 350
職種前後で推移しているが、10 年間で、179 の訓練対象職業に関する新たな規則が定め

られた。そのうち、149 の職種は訓練内容が改定され、29 の職種が新設された。このよ

うに、訓練内容や職種の見直しは、技術の変化や産業界の要請に応えて適時行われている。 
このほか、産業や企業レベルの労使は、事業所組織法（Betriebsverfassungsgesetz）

や州の公共サービスに係る職員代表法（Personalvertretungsgesetze）に基づいて、初

期職業訓練や継続職業訓練を共同で整備している。そして、労使交渉の中で、訓練生（徒

弟）の報酬、訓練休暇、企業内訓練の実施計画、指導員の任命などが決定されている。  
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（５）職業教育訓練研究機構（BIBB）の役割 

 職業教育訓練研究機構（BIBB）は、連邦教育研究省（BMBF）所管の組織で、職業教

育訓練に関わる全当事者間の合意形成において中核となる機関である。企業内訓練に関

する研究を行い、連邦政府と職業訓練提供事業者に対し助言等を行う。また、企業内職

業訓練の基本問題に関して政府に助言をするほか、基準の設定や訓練規則の策定に関与

する。BIBB には、中央委員会（Hauptausschuss）と事務局があり、中央委員会は、連

邦政府、州政府、労働組合、使用者団体の 4 者で構成され、職業教育訓練に関する審議・

決定機能を担う BIBB の最高決定機関となっている。  
 
（６）会議所等の役割 

 商工会議所、手工業会議所は、職業訓練に関する専門委員会において重要な役割を果

たしている。彼らは、デュアルシステム訓練における管轄機関であり自治機関である。  
各会議所のアドバイザーは、企業と訓練生（徒弟）の両者に助言をし、企業の指導員の

能力を検証する。アドバイザーは訓練契約の締結、登録、監視を行い、カウンセリング業

務を行う。各会議所は、試験委員会を設置して、試験を実施する役割も担う（図表 3-7）。 
 企業および職業学校は訓練を行い、会議所（「管轄団体」）は試験の実施を担当する。

そのため、各職業につき、最低 3 名（使用者と従業員の代表各 1 名および職業学校の教

員 1 名）より成る試験委員会を設置する。合格証書は会議所が公布する。試験の構成や

内容は、全国統一基準を規定する当該の職業訓練規則（Ausbildungsverordnung）によ

って定められている。  
 

図表 3-7 会議所の役割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     出所 : BMBF（2003）. 
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㧟� ⡯ᬺ⢻ജ⹏ଔ 

㧔㧝㧕⾗ᩰߣ⡯ᬺߩ㑐ㅪ 

ドイツにおける⢻ജ⹏ଔは、本人߇ᚲᜬするޟ教育修ੌ資ᩰޟ߿ޠ⡯ᬺ訓練修ੌ資ᩰޠ

↪してߣ⺆⟵り、ᤨにห相㑐㑐ଥにはᒝޠ⢻ജ⹏ଔޟߣޠ資ᩰޟ。㑐ଥするߊ߈ᄢߣ

。る߽ߣߎるࠇࠄ  
⡯ᬺ教育訓練研究機構（BIBB）にࠃるޟ、ߣ修ੌ資ᩰ（Abschluss）ߣは、人ߩቇ⠌

ᚑᨐ߇、▤ロ࿅߇ቯしߚ᳓Ḱに㆐しࠍߣߎߚᛚする式ߥ⚿ᨐࠇߐߣޠてる24。

⒖行ߩ⢻ജਥ⟵制߳ࠄ߆Ḯは、りಽ制ߩる⡯ᬺ⢻ജ⹏ଔ制度ࠃにޠ資ᩰޟߥ߁ࠃߩߎ

ߚࠇߐߥ߇ 18 ♿㗃に㆚る。ᤨߩߎઍは、教育資ᩰߣቭ⡯߇ኒធߥ㑐ଥにり、․にᄢ

ቇቇ資ᩰ（アࡆト࠘ーア）ࠍขᓧするࠃ、߇ߣߎり上ጀߩቭ⡯にዞߩߚߊ㊀ⷐߥⷐ

相㑐㑐ଥは、࿑ߩޠ࡞ࡌ⡯ᬺޟߣޠ࡞ࡌ教育ޟߩߎ。25ߚてߞߥߣ⚛ 3-8 す␜߇

。るࠇࠄಽ㊁でߩ╬に、日で߽․にോຬ߁ࠃ  
 

࿑ ��� ᢎ⢒ୃੌ⾗ᩰߣോຬ⚻ᱧߩኻᔕ㑐ଥ 

修ੌ資ᩰߩ⒳㘃  ോຬ⚻ᱧ  
✚วᄢቇ修ੌ資ᩰ  㜞⚖ോຬ  
ኾ㐷ᄢቇ修ੌ資ᩰ  

上⚖ോຬ  
ᄢቇቇ資ᩰ  
ታ⑼ቇᩞ修ੌ資ᩰ  ਛ⚖ോຬ  
ၮᐙቇᩞ修ੌ資ᩰ  ਅ⚖ോຬ  

 

ᚲ : ศᎹ（1998）pp.144-145 。部修ᱜ৻ࠍ  

 
㧔㧞㧕࠷ࠗ࠼⾗ᩰᨒ⚵ߺ㧔&34㧕 

ドイツߩ⡯ᬺ⢻ജ⹏ଔは、ㄭ年ᄢߥ߈国㓙ൻߩᵄにᤴࠇߐてる。᰷Ꮊฦ国ޟߩ教育

修ੌ資ᩰࠍޠㅢൻし、相⸽ࠍ◲ᤃൻしߣ߁ࠃするޟECTS（࡛ーࡄ࠶ࡠන឵制

度）ޟ߿ޠECVET（᰷Ꮊ⡯ᬺ教育訓練න制度）ߩޠขり⚵ߺに⛯ޟ、߈⡯ᬺ資ᩰ᰷߽ޠ

Ꮊฦ国でㅢൻ߿相ቯࠍଦㅴするേ߇߈る。ߥ߁ࠃߩߎᵹߣߟ৻ߩࠇして、᰷ޟᎺ

資ᩰᨒ⚵ߺ（EQF）ޠにၮޟߊߠドイツ資ᩰᨒ⚵ߺ（DQR）ޠ策ቯߩേ߇߈る26。2006
年 10 月にㅪ㇌教育研究⋭（BMBF）ߣᎺ教育ᄢ⤿会⼏（KMK）߇ DQR 策ቯに⌕ᚻすߩ

るߣߎでวᗧし、教育㑐ଥ⠪、⡯ᬺ訓練㑐ଥ⠪、労、ኾ㐷ኅߤߥで構ᚑࠇߐるࡢーࠠ

ンࠣࠣ࡞ープ（AK DQR）߇ 2007 年に発⿷しߚ。ドイツ国ౝߩᣢሽߩ資ᩰࠍ全て᰷Ꮊ資

ᩰᨒ⚵ߺ（EQF）ߩ᳓Ḱߣෳ照น⢻ߥߣるࠍߣߎ⋡ᜰし、2009 年 2 月に、ᦨೋߩ DQR
ᓟߩߘ、ࠇߐ発߇ドラフトߩ 2010 年ᄐに⹏ଔࠍ行、ᨒ⚵߇ߺ߶߷ቯしߩߘ。ߚᓟ、

                                                  
24 BIBB （2011a）p.15. 
25 ศᎹ⟤ሶ（1998）pp.142-146。  
26 ᰷Ꮊ資ᩰᨒ⚵ߺ（EQF）は、᰷Ꮊ諸国で、ޟ資ᩰࠍޠᲧセし߿すߊする߽ߩで 8 Ბ㓏ߩ᳓Ḱにಽࠇ߆て

、ฦ㑐ଥ⠪߿り、↪⠪ߥߊす߿ฦ国でᲧセし߇⢻ജ߿資ᩰߩ↢⡯ᬺ訓練߿り、労働⠪ࠃにࠇߎ。る

。るߥน⢻に߇⸂ℂߥ⚦ߩ❰⚵  
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この枠組みは、2011 年、各作業部会によって採択されたが、レベルの割り当てに関連し

た未解決問題を明確にするために、翌年（2012 年）、再度調整会議が開催された。会議

への参加者は、教育大臣会議 （KMK）、連邦教育研究省（BMBF）の代表および連邦経

済技術省（BMWi）の代表、ドイツ手工業会議所（HWK）、ドイツ使用者団体連盟（BDA）、

ドイツ労働総同盟（DGB）だった。その結果、DQR は正式に EQF にリンクされ、2013
年 5 月に発効した（図表 3-9、3-10）。 
 2014 年以降は、マイスター証明書やその他の教育訓練制度の証明書にも EQF／DQR
レベルが明示されている。ドイツの DQR のレベル付けの特徴としては、学術教育資格と

職業訓練資格について、職業訓練資格の価値の重みが比較的高いことが挙げられる。そ

れには、主にデュアルシステムを通じた職業訓練を介して、中等レベルの職業訓練資格

保持者が、労働力人口のかなりの割合を占めているということ、それがドイツ経済の強

固な基盤となっていることなどが背景にある。 
 

図表 3-9 欧州資格枠組み（EQF）に基づくドイツ資格枠組み（DQR） 

EQF／DQR レベル  主な資格  
8 博士  

7 修士  
戦略的 IT プロフェッショナル（Strategischer IT-Professional）など  

6 

学士  
マイスター（Meister）  
ファッハシューレ（Fachschulen）－2 年制の高等職業教育機関  
実践的 IT プロフェッショナル（Operativer IT-Professional）など  

5 IT スペシャリスト（IT-Spezialist）など  

4 デュアルシステム職業教育訓練（3 年もしくは 3 年半コース）  
全日制職業学校（Berufsfachschule,Mittlerer Schulabschluss）  

3 デュアルシステム職業教育訓練（2 年コース）  
第 10 学年（15-16 歳位）で実科学校（レアルシューレ）卒など  

2 職業訓練準備（Berufsausbildungsvorbereitung, BvB, BVJ, EQ）  
全日制職業学校（Berufsfachschule, Berufliche Grundbildung）  

1 職業訓練準備（Berufsausbildungsvorbereitung, BvB, BVJ）  
出所 : German EQF／DQR Referencing Report(2013). 

 
図表 3-10 ドイツ資格枠組み（DQR）の 8 段階のレベルと判断指標 

レベル 1：単純で定型的な構成の学習分野または作業分野において、簡単な要求を満たす能力がある。指示

の下で課題を遂行する。  
専門的能力  個人的能力  

知識  技能  社会性  自律性  
基本的な一般知識があ

る。学習／作業分野の初

歩的な知識がある。  

簡単な課題を所定の規則

に基づいて遂行し、その

結果を評価するための認

知的・実用的技能を備え

る。基本的な関連付けを

行う。  

他者と共に学習または作

業をする。口頭および文

書で情報を提供し、交換

する。  

指示の下で学習／作業す

る。自己の行動と他者の

行動を評価し、学習アド

バイスを受け入れる。  
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レベル 2：単純で定型的な構成の学習分野または作業分野において、基礎的な要求を専門的に満たす能力が

ある。主に指示の下で課題を遂行する。  
専門的能力  個人的能力  

知識  技能  社会性  自律性  
基本的な一般知識があ

る。学習／作業分野の基

礎的な一般知識および基

礎的な専門知識がある。

学習／作業分野の課題を

遂行するための基礎とな

る認知的・実用的技能を

備え、その結果を所定の

基準に基づいて評価し、

関連付けを行う。  

集団の中で協力する。  
一般的な意見や批判を受

け入れ、表明する。口頭

および文書によるコミュ

ニケーションで、状況に

応じた適切な行動および

対応を取る。  

既知の定型的な状況の中

で、主に指示の下で責任

感を持って学習／作業を

行う。自己の行動と他者

の行動を評価する。  
所定の学習支援措置を利

用し、学習アドバイスを

求める。  
 

レベル 3：単純ではあるが一部は非定型的な構成の学習分野または職業活動分野において、専門的な要求を

自律的に満たす能力がある。  
専門的能力  個人的能力  

知識  技能  社会性  自律性  
学習分野／職業活動分野

の詳細な一般知識または

詳細な専門知識がある。

学習分野／職業活動分野

の専門的課題を計画し、

処理するための多様な認

知的・実用的技能を備え

る。主に所定の基準に基

づいて結果を評価し、簡

単な知識移転を行う。  

集団の中で協力し、単発

的な支援を提供する。  
学習／作業環境を協力し

て整え、プロセスを構築

し、結果を相手に応じた

表現で示す。  

精通しない状況の中で

も、自主的に責任感を持

って学習／作業を行う。

自己の行動と他者の行動

を評価する。学習アドバ

イスを求め、様々な学習

支援措置を選択する。  
 

レベル 4：総合的で変化のある学習分野または職業活動分野において、専門的課題を自律的に計画し、処理

する能力がある。  
専門的能力  個人的能力  

知識  技能  社会性  自律性  
学習分野／職業活動分野

の深い一般知識または専

門理論の知識がある。  

自律的な課題の処理と問

題の解決、作業プロセス

と作業結果の評価を、代

替行為の可能性と隣接分

野との相互作用を考慮し

た上で行うことを可能と

する、幅広く多様な認知

的・実用的技能を備える。

知識移転を行う。  

集団での作業を協力して

進め、集団の学習／作業

環境を協力して整え、持

続的な支援を提供する。

プロセスと結果の理由を

説明する。事情に関して

総合的にコミュニケーシ

ョンを取る。  

自己の学習／作業目標を

設定し、その目標を再吟

味（リフレクション）し、

実現し、その責任を負う。

 
レベル 5：複雑で専門的な変化のある学習分野または職業活動分野において、総合的な専門的課題を自律的

に計画し、処理する能力がある。  
専門的能力  個人的能力  

知識  技能  社会性  自律性  
学習分野の総合的な専門

知識または職業活動分野

の総合的な職業知識があ

る。これには専門理論の

深い知識も含まれる。  
学習分野または職業活動

分野の範囲と境界を熟知

している。  

非常に幅広く多様な、専

門的な認知的・実用的技

能を備える。作業プロセ

スを総合的に計画し、代

替行為の可能性と隣接分

野との相互作用を総合的

に考慮した上で作業プロ

セスを評価する。包括的

な知識移転を行う。  

作業プロセスを（異質性

の高い集団内でも）協同

して計画し、構築し、他

者を指導し、根拠ある学

習アドバイスによって支

援する。複数の専門に関

わる複雑な事情であって

も体系的に、目的に応じ、

相手に応じて適切に表現

する。相手の関心と需要

を予見して考慮する。  

自己および他者の設定し

た学習／作業目標を再吟

味（リフレクション）し、

評価し、自己管理の下で

追求し、その責任を負う。

チーム内の作業プロセス

に対する責任を負う。  
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レベル 6：科学的専門領域の各分野または職業活動分野において、総合的な専門的課題および問題について

計画し、処理し、評価する能力、ならびにプロセスを自己責任で管理する能力がある。レベル 6 の要求を構

成する内容は、複雑性と頻繁な変化を特徴とする。（ドイツ大学修了資格枠組みのレベル 1［学士レベル］に

相当）  
専門的能力  個人的能力  

知識  技能  社会性  自律性  
科学的基礎知識・専門の

実地での応用、および主

要な理論や手法の批判的

理解を含む、幅広い総合

的な知識または専門分野

の最新の進歩を含む、幅

広い総合的な職業知識が

ある。科学的専門領域ま

たは職業活動分野のさら

なる進歩に関する知識が

ある。他分野とのインタ

ーフェースに関する知識

がある。  

複雑な問題を処理するた

めに非常に幅広く多様な

手法を、科学的専門領域

において、その他の学習

分野において、または職

業活動分野において、用

いることができる。要求

が頻繁に変化する場合に

も、新しい解決策を考案

し、さまざまな基準を考

慮した上で評価する。  

専門家チーム内で責任を

持って作業する、または

集団や組織（企業、行政

単位等）を、責任を持っ

て率いる。他者の専門性

の向上のために指導し、

チーム内の問題を予見

し、対処する。複雑で専

門的な問題および解決策

について、専門家に対し

て論拠を示して見解を述

べ、専門家と共にさらな

る進展を図る。  

学習／作業プロセスに対

する目標を定義し、再吟

味（リフレクション）し、

評価するとともに、学習

／作業プロセスを自主的

かつ持続的に構築する。

 
レベル 7：科学的専門領域または戦略系の職業活動分野において、新しい複雑な課題および問題を処理する

能力、ならびにプロセスを自己責任で管理する能力がある。レベル 7 の要求を構成する内容は、頻繁で予測

不能な変化を特徴とする。（ドイツ大学修了資格枠組みのレベル 2［修士レベル］に相当）  
専門的能力  個人的能力  

知識  技能  社会性  自律性  
科学的専門領域における

最先端の知見レベルの、

総合的で詳細な専門的知

識または戦略系の職業活

動分野における総合的な

職業知識がある。隣接分

野の詳細な知識がある。

戦略上の問題も解決でき

るような高度に専門化さ

れた技能または構想・設

計能力を、科学的専門領

域において、または職業

活動分野において、備え

ている。情報が不完全な

場合にも、代替策を比較

考量する。新しいアイデ

アや方法を開発し、適用

し、様々な評価基準を考

慮した上で評価する。  

複雑な課題設定の枠内

で、責任を持って集団ま

たは組織を率い、その作

業結果の責任を負う。他

者の専門性の向上を有効

に促進する。専門的議論

および専門分野の枠を超

えた議論を行う。  

応用面または研究面での

新しい課題に対する目標

を、起こり得る社会的、

経済的および文化的影響

を熟考した上で定義し、

適切な手段を投入し、そ

のための知識を自主的に

開拓する。  

 
レベル 8：科学的専門領域で研究により知見を得る能力、または職業活動分野で革新的な解決策および手法

を開発する能力がある。レベル 8 の要求を構成する内容は、新種の不明瞭な問題状況を特徴とする。（ドイツ

大学修了資格枠組みのレベル 3［博士レベル］に相当）  
専門的能力  個人的能力  

知識  技能  社会性  自律性  
研 究 分 野 に お け る 総 合

的、専門的、体系的な知

識を持ち、専門分野の知

識拡大に寄与する、また

は戦略系・革新系の職業

活動分野における総合的

な職業知識がある。隣接

分野とのインターフェー

スに関する適切な知識が

ある。  

研究、開発または革新の

分野における新しい種類

の問題を特定し、解決す

るための総合的で高度な

技能を、高度な科学的専

門領域において、または、

職業活動分野において、

備えている。革新的プロ

セスを（活動分野の枠を

超える形でも）設計し、

実施し、管理し、再吟味

（リフレクション）し、

評価する。新しいアイデ

アや方法を評価する。  

複雑な課題または学際的

課題に取り組む集団また

は組織を、責任を持って

率い、そのような集団ま

たは組織の潜在的能力を

活性化する。他者の専門

性の向上を持続的かつ有

効に促進する。国際的な

文脈でも、専門分野の枠

を超えた議論を行い、専

門的議論において革新的

な寄与をする。  

応用面または研究面での

新しい複雑な課題に対す

る目標を、起こり得る社

会的、経済的および文化

的影響を熟考した上で定

義し、適切な手段を選択

し、新しいアイデアやプ

ロセスを開発する。  

出所 : BMBF/KMK DQR（2011）pp.6-7. 
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╙㧟▵ ኻ⽎⠪ߩ⡯ᬺ⸠✵ᣉ╷ߣታᣉ⁁ᴫ 

㧝� ⧯ᐕ⠪ะߌ 

㧔㧝㧕ߩࡓ࠹ࠬࠪ࡞ࠕࡘ࠺ታᣉ⁁ᴫ 

⧯⠪ะけߩਥⷐߥ⡯ᬺ訓練は、ࡘ࠺ア࡞シス࠹ムにࠃるೋᦼ⡯ᬺ訓練でる。⡯ᬺ教

育訓練法（BBiG）ޠにၮ߈ߠ、ᬺᚲにおけるታ〣訓練（ㅳに 3 日ࠄ߆ 4 日）ߣ⡯ᬺ訓

練ᩞにおけるℂ⺰教育（ㅳに 8 㨪12 ᤨ㑆）ࠍਗ行して（ࡘ࠺ア࡞で）行߁。ㅪ㇌政ᐭߩ

ቯする⡯⒳は、 327 ⡯⒳27（2015 年）で、訓練⺖⒟にߟては、ㅪ㇌教育研究ᄢ

。るてቯࠍ⚦߇⡯⢻࿅（ᚻᎿᬺ会⼏ᚲ、Ꮏ会⼏ᚲ╬）ߩฦ、ቯࠍࠇߎ߇⤿

訓練ᄾߣ↢上で訓練ߚฃけࠍቯߩしてߣ訓練機㑐ࠄ߆ฦ⡯⢻࿅߇ડᬺ、にᓥࠇߎ

する。訓練↢にኻしては、ㅢᏱ⚿✦ࠍ⚂ 2 年ࠄ߆ 3 年ඨߩ訓練߇ታᣉࠇߐる。訓練修ੌ

ᓟは、ᚲロߩ⡯⢻࿅（Ꮏ会⼏ᚲ㧘ᚻᎿᬺ会⼏ᚲ╬）で⹜㛎ࠍฃけ、วᩰしߚ႐วに

当ߩ⡯ᬺ訓練修ੌ資ᩰࠍขᓧする。ડᬺౝでߩ⡯ᬺ訓練⾌↪はડᬺ߇⽶担する（ૉし、

訓練↢は⡯ᬺ訓練ࠍฃけߚડᬺにᔅߕし߽ዞ⡯で߈るࠊけでは2012。（ߥ 年 10 月 1 日

ࠄ߆ 2013 年 9 月 30 日までߩ㑆にᣂⷙに✦⚿ߚࠇߐ⡯ᬺ教育訓練ߩᄾ⚂ઙᢙは⚂ 53 ਁ

ઙߚߞߛ。  
政ᐭは、⡯ᬺ教育訓練↢ࡐߩߚߩストࠍჇᄢするߚ、ਥⷐ⚻༡⠪࿅ߣ 2015 年߆

ࠄ 2018 年までޟߩ⡯ᬺ訓練දቯ（Ausbildungspakt）28ࠍޠ✦⚿し、2015ޟ 年は೨年Ყ

⚂ 2 ਁ人ಽჇߩ⡯ᬺ訓練ࡐストࠍ⧯⠪に提供するߩ╬ޠߣߎ᭽ߥޘขりࠍࠊして

ߤߥખ߿⺣⡯ᬺㆡᕈ相ߩンシー（BA）は、訓練Ꮧᦸ⠪ࠚㅪ㇌㓹↪ࠛージ、ߚる。ま

る⧯⠪にኻしては、BAしてࠍߺ㜞ᦸ߫߃る。てߞ行ࠍᡰេߩ ⡯ᬺㆡᕈ߇相⺣ຬߩ

相⺣ࠍ行ߞてᣇะ修ᱜࠍしߚり、ડᬺにኻしては訓練↢ߩណ↪ᢙࠍჇ߿す߁ࠃにᷤし

ࠍンࠣ࠴࠶ࡑߩりしてਔ⠪ߚしࠍてഥᚑߓᓧ࿎㔍⠪にはᔅⷐにᔕ₪ߩストࡐり、訓練ߚ

行ߞてる。 
࿑ 3-11 は、2012 年ࠄ߆⠉年に߆けて✦⚿ߚࠇߐᣂⷙࡘ࠺ߩア࡞⡯ᬺ訓練ᄾ⚂（⚂

53 ਁઙ）ߜ߁ߩ、上 10 ⚂。るでߩ߽ߚᅚに␜し↵ࠍ⡯⒳ߩ 350 ߩる訓練⡯⒳

上ߜ߁ 10 ⡯⒳に、⚂ 4 ഀᒙ（↵ᕈ）ࠄ߆ 5 ഀᒝ（ᅚᕈ）ߩ⡯ᬺ訓練ᄾ⚂߇集ਛして

る߇ߣߎಽ߆る。ᅚᕈは༡ᬺഥ߿ዊᄁߩߤߥ⡯⒳ࠍᔒะするะ߇ࠇࠄ、↵ᕈは⥄

േゞ߿↥ᬺ機᪾ߩߤߥᛛⴚ♽⡯⒳߇ᄙ。  
 

                                                  
27 BIBB (2015) 
28 ドイツㅪ㇌政ᐭは、2004 年 6 月 16 日に、3 年㑆で、Ფ年 3 ਁ人ಽߩ⡯ᬺ教育訓練ߩ႐ࠍᣂߚにഃ

するࠍߣߎቯしߩߘ。ߚᓟ 2007 年にหදቯは 3 年㑆ᑧ㐳ࠄߐ。ߚࠇߐに 2010 年 10 月 26 日にหද

ቯࠍ 2014 年までߩ 4 年㑆ᑧ㐳し、Ფ年 6 ਁ人ಽߩ⡯ᬺ教育訓練ࡐストࠍᣂߚにഃするߣߎでวᗧ

2014。ߚࠇߐߥ߇ 年 12 月ߩ当දቯ（⡯ᬺ訓練お߮ࠃ⛮⛯教育に㑐するห⋖“Allianz für Aus- und 
Weiterbildung 2015㨪2018”）はࠍࠇߎᒁ⛮でる。  

23
24

24

23
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注 :対象期間は、2012 年 10 月 1 日～2013 年 9 月 30 日の 1 年間。  
出所 :職業教育訓練研究機構（BIBB）. 

 
 ドイツ労働総同盟（DGB）が 2014 年に 1 万 8,000 人のデュアル職業訓練生を対象に

実施したアンケート調査によると、回答者の 71.4％が自分の職業訓練に「非常に満足」

または「満足」と回答しており、訓練参加者の満足度は高い。但し、満足度の割合は年々

減少傾向にある。5 年前の 2009 年時の満足度は 75.5％であった。 
また、職業訓練の処遇について見てみると、職種によってかなり違いがある。製造業

や銀行の訓練生は、実習 3 年目で平均して月 900 ユーロ超の訓練手当を得ていたが、理

容師の訓練生は、同 3 年目で平均手当は、月 525 ユーロであった。 
超過勤務については、調理師とホテルの訓練生の 6 割強が、定期的な時間外労働をし

ていた。DGB によると、未成年の労働時間の法定上限は週 40 時間であるが、実際には

未成年の回答者の 13％が週 40 時間を超えて勤務していた。さらに、回答者の 5％が職業

理論を学ぶ座学時間分を、頻繁に実習先の企業内で残業しなければならないと回答して

おり、座学時間も職業訓練時間としてカウントするよう法律で明文化すべきだと DGB は

要求している。  
 訓練生からは、訓練後の採用保障がない点や、長期間にわたり薄給で多くの業務をこ

なさなければならない点等について不満の声が上がっている。ドイツでは、こうした若

者のネガティブな生活感を表す、「実習世代（Generation Praktikum） 」や「不安定世

代（Generation Prekär）」という言葉も生まれている。なお、ドイツでは 2015 年 1 月

       図表 3-11
新規の職業訓練契約（女性の上位 10 職種）

  職業訓練職種  新規職

業訓練

契約締

結数  

全新規訓

練契約数

に占める

割合（％）

1. 営業補助  15,456 7.2

2. 小売店員  14,637 6.8

3. オフィス業務  13,854 6.4

4. 医療助手  13,692 6.4

5. 歯科助手  12,000 5.6

6. 産業系事務  11,385 5.3

7. 理容・美容師  10,008 4.7

8. 広報アシスタント  8,727 4.1

9. 食品手工業販売職  7,680 3.6

10. ホテル専門職  7,386 3.4

 
新規の職業訓練契約（男性の上位 10 職種）

 職業訓練職種  新規職業

訓練契約

締結数  

全新規訓

練契約数

に占める

割合（％）

1. 自動車工  18,594 5.9

2. 産業機械工  12,729 4.0

3. 小売店員  12,369 3.9

4. 電気設備工  11,688 3.7

5. 建築設備技術者  10,881 3.4

6. 営業補助  10,413 3.3

7. 情報技術者  9,843 3.1

8. 倉庫物流管理者  8,796 2.8

9. 卸売･貿易事務  8,775 2.8

10. 調理師  7,953 2.5
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注 :対象期間は、2012 年 10 月 1 日～2013 年 9 月 30 日の 1 年間。  
出所 :職業教育訓練研究機構（BIBB）. 

 
 ドイツ労働総同盟（DGB）が 2014 年に 1 万 8,000 人のデュアル職業訓練生を対象に

実施したアンケート調査によると、回答者の 71.4％が自分の職業訓練に「非常に満足」

または「満足」と回答しており、訓練参加者の満足度は高い。但し、満足度の割合は年々

減少傾向にある。5 年前の 2009 年時の満足度は 75.5％であった。 
また、職業訓練の処遇について見てみると、職種によってかなり違いがある。製造業

や銀行の訓練生は、実習 3 年目で平均して月 900 ユーロ超の訓練手当を得ていたが、理

容師の訓練生は、同 3 年目で平均手当は、月 525 ユーロであった。 
超過勤務については、調理師とホテルの訓練生の 6 割強が、定期的な時間外労働をし

ていた。DGB によると、未成年の労働時間の法定上限は週 40 時間であるが、実際には

未成年の回答者の 13％が週 40 時間を超えて勤務していた。さらに、回答者の 5％が職業

理論を学ぶ座学時間分を、頻繁に実習先の企業内で残業しなければならないと回答して

おり、座学時間も職業訓練時間としてカウントするよう法律で明文化すべきだと DGB は

要求している。  
 訓練生からは、訓練後の採用保障がない点や、長期間にわたり薄給で多くの業務をこ

なさなければならない点等について不満の声が上がっている。ドイツでは、こうした若

者のネガティブな生活感を表す、「実習世代（Generation Praktikum） 」や「不安定世

代（Generation Prekär）」という言葉も生まれている。なお、ドイツでは 2015 年 1 月

       図表 3-11
新規の職業訓練契約（女性の上位 10 職種）

  職業訓練職種  新規職

業訓練

契約締

結数  

全新規訓

練契約数

に占める

割合（％）

1. 営業補助  15,456 7.2

2. 小売店員  14,637 6.8

3. オフィス業務  13,854 6.4

4. 医療助手  13,692 6.4

5. 歯科助手  12,000 5.6

6. 産業系事務  11,385 5.3

7. 理容・美容師  10,008 4.7

8. 広報アシスタント  8,727 4.1

9. 食品手工業販売職  7,680 3.6

10. ホテル専門職  7,386 3.4

 
新規の職業訓練契約（男性の上位 10 職種）

 職業訓練職種  新規職業

訓練契約

締結数  

全新規訓

練契約数

に占める

割合（％）

1. 自動車工  18,594 5.9

2. 産業機械工  12,729 4.0

3. 小売店員  12,369 3.9

4. 電気設備工  11,688 3.7

5. 建築設備技術者  10,881 3.4

6. 営業補助  10,413 3.3

7. 情報技術者  9,843 3.1

8. 倉庫物流管理者  8,796 2.8

9. 卸売･貿易事務  8,775 2.8

10. 調理師  7,953 2.5
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2017）ߚࠇߐዉ߇法ቯᦨૐ⾓㊄ߩ全国৻ᓞࠄ߆ 年 1 月 1 日ࠄ߆はᤨ⛎ 8.84 ࡙ーࡠ）

、ストはࡐታ⠌ߩ↢る。ᄢቇㆡ↪ኻ⽎外でߩ訓練↢はᦨૐ⾓㊄ߩム࠹シス࡞アࡘ࠺、߇

৻部ㆡ↪ࠇߐる߽߽ߩる߇、ドイツ↪⠪࿅ㅪ⋖（DBA）߇ታᣉしߚᤓ年ߩ調査に

ߩડᬺ、ߣるࠃ 2 社に 1 社は、当ߩᦨૐ⾓㊄ㆡ↪ࡐストࠍᓟᷫするߣ࿁╵して

る。ߥ߁ࠃߩߎ⁁ᴫにߟて、労働⚵วࠄ߆は、訓練↢߿ታ⠌↢ࠍଔߥ労働ജߣして

↪してるߩでは߁ߣ߆ߥ⇼ᔨߩჿ߇ነࠇࠄߖてる。  
 એ上、⚦߆⺖㗴はる߇、政労ࡘ࠺߽ߣア࡞シス࠹ムߩ㊀ⷐᕈにߟては⼂߇

৻⥌してる。․にቇ⠌ߣ労働（ቇᩞߣડᬺ）ࠍหᤨにߋߥߟᚻ法でるࡘ࠺ア࡞（ੑ

ర⊛）ߥ訓練制度は、ቇᩞࠄ߆⡯ᬺ↢ᵴ߳⒖ߩ行構ㅧߩᚑഞߟ৻ߩ࡞࠺ࡕでるߣ⠨߃
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ട⠪ߩᄢඨは、᥉ㅢਛ╬ቇᩞ修ੌ⸽ᦠࠍᚲᜬしてߥ。

し߆し、ߩߎ修ੌ⸽ᦠは BVJ ߇ߣߎースでขᓧするࠦߩ

で߈るߚ、修ੌ⸽ᦠᚲᜬ⠪ߩᏒ႐でߩ訓練႐ᚲにኻす
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ၮ␆⡯ᬺ訓練
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bildungsjahr 
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ቇᩞ（全日制）でߩ 1 年㑆、まߚはડᬺでߩዞᬺ㛎

（ cooperative）߁ߣᒻで修ੌする߇ߣߎで߈る。BGJ
ࠇࠄ⡯ᬺಽ㊁にഀり当てߩり、㑐ㅪࠃ修ੌにߩᚑഞⵣߩ

⡯ᬺ訓練ߩ訓練ኻ⽎⡯ᬺߚ 1 年⋡ߣしてනࠍ修ᓧする

る。BGJ߈で߇ߣߎ では、ቇ↢は․ቯߩ⡯ᬺಽ㊁（㊄ዻ

ടᎿᛛⴚ、㔚᳇Ꮏቇ、ࡆジࡀスお߮ࠃ▤ℂߩ（ߤߥၮ本

けるߟりにࠍ⼂教育⍮ߥ⊛  

1 年  
⡯ᬺ訓練、

߽しߊは全

日制ߩ⡯ᬺ

訓練ቇᩞ  

╙ 9 ቇ 年

（14㨪15 ᱦ

㗃）までߩ

⟵ോ教育ࠍ

修ੌして
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ᚲ : Hensen-Reifgens, Kristina Alice/ Hippach-Schneider, Ute(2014). 
 

社会⊛ߥ࿎㔍ࠍする⧯⠪ߩߚߩᡰេプࠣࡠラムには、ޟ߆߶ߩߎೋᦼ⡯ᬺ訓練資ᩰઃ

ਈ（EQ㧦Einstiegsqualifizierung）߇ޠる。ࠇߎは、ೋᦼ⡯ᬺ訓練߳ߩෳട߇࿎㔍ߥ⧯⠪

↢ታᣉする႐ว、↪⠪（ᬺਥ）にኻして、訓練ࠍ訓練ߥ⊛␆てၮࠇฃけ߇ડᬺ、ࠍ 1
人当ߚり月 216 ࡙ーࠍࡠ上㒢ߣする訓練ഥᚑ㊄߇訓練ᦼ㑆ਛ（6㨪12 カ月㑆）にᡰᛄࠇࠊる 

 

                                                  
29 એਅ、⧯⠪ะけ、ᄬᬺ⠪ะけ、⡯⠪ะけߩプࠣࡠラムにߟては、Ute Hippach-Schneider, 

Kristina Alice Hensen (Eds.)（2014）Germany: VET in Europe – Country report 2014 ෘ、߆߶ߩ

↢労働⋭国㓙⺖(2016)ޡ海外情報๔ 2015(ドイツ⸥ㅀ部ಽ)ࠍޢਥߥෳ⠨資料ߣしߚ。  
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ものである。連邦雇用エージェンシー（BA）が管理運営するプログラムで、対象となる若者

は、以下の通り。 
①雇用エージェンシー（AA)に登録済みで、職業紹介が困難な若年者（15～24 歳）。 
②必要とされる職業教育訓練資格をまだ保有していない職業教育訓練参加者。 
③社会的配慮の必要な職業教育訓練受講者（障がい者、移民等）。 

2014 年の月あたりの助成対象者数は、1 万 1,024 人だった。 

 
（３）優秀な若年者に対する支援 

1991 年以降、連邦教育研究省（BMBF）は「優秀な若年者に対する資金援助プログラ

ム（Begabtenförderung Berufliche Bildung）」を通じて、特に優秀な若年労働者に対し、

継続職業訓練の参加資金を助成している。対象の若者は、3 年という支援期間のうち、

認定された継続訓練コースの参加費、教材費、移動費、宿泊費など、合計 6,000 ユーロ

までを申請することができる。その際、コースあたり 10%の参加費を自己負担する必要

がある。同支援プログラムに参加するための要件は、以下の通りである。  
 ①初期職業訓練の最終試験で優秀な成績を収める。  
 ②企業や職業学校から十分な根拠に基づいた申し出がある。  
 ③当該の職業に関する全国レベルの大会やコンペ等で優秀な成績を収める。  
 2013 年には、以上の要件を満たした若者 6,300 人（2009 年：6,111 人、2010 年：5,762
人、2011 年：6,082 人、2012 年：6,544 人）が連邦教育省（BMBF）から資金援助を得

た。そのうちの 13.9%に相当する 879 人は、移住の背景を持つ（外国にルーツを持つ）

若者だった。 
 

２. 失業者向け 

（１）職業教育訓練クーポン（Bildungsgutschein）の概要 

社会法典第 3 編（SGBⅢ）81、82、183 条に基づいて発行される「職業教育訓練クー

ポン（Bildungsgutschein）」は、継続職業訓練が必要な失業者や（失業の恐れがある）

労働者等に対して、訓練にかかる費用を支給する制度である。職業教育訓練クーポンを

発行する場合には、雇用エージェンシー（AA)の専門相談員との個別相談で、必要となる

訓練の内容が確定されることが要件となる。職業教育訓練クーポンには、訓練目標、訓

練期間、有効期間（通常は 3 カ月）などが記載されている。対象者は、有効期間内に、

クーポンの記載内容に適合する職業教育訓練を提供していると AA から認可された訓練

提供専門機関（fachkundige Stelle）において、クーポンを使用することができる。なお、

操業短縮時に労働者が継続職業訓練を受ける時にも、一定の要件の下で職業教育訓練ク
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ーࡐン߇ᡰ⛎ࠇߐる30。 
 
㧔㧞㧕⡯ᬺ⚫ᡰេᐲ㧔8GTOKVVNWPIUDWFIGV�8$㧕 

 ᄬᬺ⠪、ᄬᬺߩᕟߩࠇる⠪、まߚは⡯ᬺ訓練ࠍᏗᦸする⠪にኻして、社会㒾ട

⟵ോߩるにዞߩߚߊ⡯ᬺ相⺣߿ഥᚑ㊄にࠃるᡰេで、ㅪ㇌㓹↪ࠛージࠚンシ

ー（BA）߇ㆇ↪してる。ࠇߎは、છᗧ⛎ઃでߞて法⊛⺧᳞ᮭはሽしߥ。ၞߩ

㓹↪ࠛージࠚンシー（AA）߿ジ࡚ࡉン࠲ーߩ担当⠪ߣᡰេኻ⽎߇相⺣しߚ⚿ᨐ、ᡰេ

߆⡯ᬺ訓練に߿↪⾌ߥዞ⡯ᵴേにᔅⷐ、߃႐วに、⡯ᬺ相⺣にടߚࠇߐᢿ್ߣߛᔅⷐ߇

る。2015ࠇߐ⛎てᡰߓ᭽ᘒにᔕ߿㔛ⷐߩ人ߩ当、߇╬↪⾌る߆ 年ߩഥᚑ⠪✚ᢙは、

⚂ 133 ਁ人でߚߞ。  
 
㧔㧟㧕Ⓧᭂ⊛⡯ᬺ⛔วភ⟎߳ߩ参ടഥᚑភ⟎ 

 Ⓧᭂ⊛⡯ᬺ⛔วភ⟎（Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung）
、るᄬᬺ⠪ฃけてࠍ⡯ᬺ⚫ࠄ߆(ンシー（AAࠚして、㓹↪ࠛージߣ⟎ෳടഥᚑភߩ߳

ᄬᬺߩᕟߩࠇる⠪、⡯ᬺ訓練ෳടᏗᦸ⠪、ਗ߮にޟᄬᬺ⛎ઃ Iߩޠฃ⛎⠪は、㓹↪ࠛー

ジࠚンシー（AA)ߩᆔ⸤ࠍฃけߚታᣉ機㑐にࠃる訓練╬にෳടする߇ߣߎで߈る。․にᄬ

ᬺᦼ㑆߇㐳ߊ、⡯ᬺ⚫߇㔍しᄬᬺ⠪にኻしては、ⷐᡰេ度ࠍ⠨ᘦしߚᡰេ߇行ࠇࠊ

る。 
ෳട⠪は、ᬺਥ߇ታᣉするਅ⸥ߩភ⟎ߩ৻部まߚは全部にෳടする႐วは、ᦨ㐳 6 ㅳ

㑆までฃ⻠⾌↪߿㑐ㅪᣏ⾌ߩഥᚑࠍฃける߇ߣߎで߈る。まߚ、ෳട⠪߇、╙ਃ⠪機㑐

する႐ว、ᦨ㐳でߣ߁ࠃᓧࠍ⼂るኾ㐷⍮ࠇߐߣて⡯ᬺにᔅⷐ᳃㑆⡯ᬺ⚫ᚲにお߿ 8 
ㅳ㑆ߩഥᚑࠍฃける߇ߣߎで߈る。Ⓧᭂ⊛⡯ᬺ⛔วភ⟎にはએਅߩ㗄⋡߇る。  
Ԙ ⡯ᬺ教育訓練߿ዞ⡯先ߩ⚫  
ԙ ⡯ᬺ⚫ࠍ行߁㓙に、当ᄬᬺ⠪にߞߣて㓚ߥߣ߇る߽ߩߩ⏕ቯ・ᷫ・㒰  
Ԛ 社会㒾ട⟵ോߩる㓹↪ߩ⚫  
ԛ ᬺᵴേ߳ߩ⺃ዉ  
Ԝ ዞ労ߩቯൻ  

社会法ౖ╙ 3 編（SGBΥ）45 ᧦にၮ߈ߠ、㓹↪ࠛージࠚンシー（AA)は、ភ⟎ߩኻ⽎

⠪にᡰេߩ᧦ઙࠍ提␜しߚ上で、ភ⟎ߣ⊛⋠ߩౝኈࠍቯし、ޟⓍᭂ⊛⡯ᬺ⚫ࠢーࡐン

（AVGS）ࠍޠ発行する߇ߣߎで߈る。ࠢߩߎーࡐンは、ኻ⽎⠪にኻして᳃㑆ߩ⡯ᬺ⚫

                                                  
30 ᛚߚࠇߐ訓練にߟては、ㅪ㇌㓹↪ࠛージࠚンシーޟߩKURSNETޠでᬌ⚝する߇ߣߎで߈る

(http://kursnet-finden.arbeitsagentur.de/kurs/)。ޟKURSNETޠは、ドイツ全ߩ⛮⛯⡯ᬺ訓練提供⠪

ജして、訓ࠍઙ᧦ߩ╬ዬၞ、訓練ᦼ㑆、ౝኈߩる。⥄りイトでࠨる情報߈で߇ߣߎᬌ⚝するࠍ

練情報ࠍ⛉りㄟ߇ߣߎで߈る。訓練ᦼ㑆はᢙ日⒟度ߩ⍴ᦼ߇ඨᢙએ上ࠍභる。訓練ౝኈ߽、ડᬺߩ

ਛၷ▤ℂ⡯ߩࠍ₪ᓧで߈るޟᛛⴚ჻（࠾ࠢ࠹シࡖン）ߩޠขᓧࠍ⋡ᜰす߽ࠄ߆ߩ、ㆇォ⸵ߩขᓧ

までᄙ⒳ᄙ᭽でる。  
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機関を無料で利用することや、6 週間の事業主による支援を受けることを可能にするも

ので、使用期間と使用地域に制限がある。措置の対象者が支援提供機関等を選択するこ

とができ、措置の開始前に雇用エージェンシー（AA)にクーポンを提示する必要がある。

積極的職業紹介クーポン（AVGS）においては、労働時間または職業訓練受講時間が少な

くとも週 15 時間以上の、社会保険加入義務のある職業が紹介される。社会保険加入義務

のある職業紹介が成立した際の報酬は、原則として 2,000 ユーロであるが、長期失業者

や障がい者に対しては 2,500 ユーロとなっている。報酬請求は、雇用開始後 6 週間目に

1,000 ユーロ、その後 6 カ月間雇用が継続された場合に 1,000 ユーロが支払われる（2016
年 1 月現在）。 

2012 年における積極的職業統合措置の参加者数は月当たり 14 万 4,399 人、積極的職

業紹介クーポン（AVGS）による社会保険加入義務のある仕事への紹介数は 2 万 6,243 件

であった。  
 
３. 在職者向け（企業内教育訓練含む） 

（１）継続職業訓練の概要 

 継続職業訓練は、学校修了資格や職業資格を所持していない失業者から企業幹部に至

るまで様々なグループを対象としている。そのためコースの目的、内容、期間は多種多

様である。これらの訓練のごく一部が、法律で認められる資格（上級職業訓練資格）を

取得することができるか、または当該産業の管轄機関によって付与される資格を取得で

きるようになっている。管轄機関には、商工会議所（IHK）やドイツ手工業会議所（HWK）

などがある。管轄機関は、「会議所規則（Chamber regulations）」などの上級職業訓練

の試験に関する規則を決定することができる。ドイツの継続職業訓練の特徴は、複数の

訓練提供者がおり、対象は様々であり、各州の規制は比較的緩いことなどである。訓練

の主な提供者は、職業学校、コミュニティの成人教育センター、（専門）大学、会議所、

専門団体（教会、労働組合、財団法人）などで、民間の訓練提供事業者が全体の 45.2%
を占めている（2013 年）。 
 また、訓練提供者の 85%が公的機関または民間組織によって少なくとも 1 つの正式な

認定を受けている。最も普及している認定形式は、連邦雇用エージェンシー（BA）の継

続職業訓練認可・許可指令（AZWV）に基づく認定で、全体の 43%を占め、続いて州の

成人教育や継続職業教育法に基づく認定（39%）、次に当該の職業／産業の会議所に基づ

く認定（35%）となっている。  
 
（２）中小企業の低資格労働者・中高年齢労働者のための職業継続訓練（WeGebAU）助成 

 職業資格を取得しようとする従業員数 250 人未満の中小企業で働く低資格労働者や中

高年齢労働者（45 歳以上。45 歳未満の者は 2019 年 12 月 31 日まで）は、訓練費用の一
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部まߚは全㗵にߟてഥᚑ㊄ࠍฃけขる߇ߣߎで߈る。ഥᚑ㊄は、↪⠪にኻする⾓㊄

ഥᚑߩᒻで㓹↪ࠛージࠚンシー（AA）ࠄ߆ᡰᛄࠇࠊる。2015 年は 5,400 ߇❣ઃታ⛎ߩ

⸘、り 1 ం 8,792 ਁ࡙ー߇ࡠᡰᛄ32ߚࠇࠊ。 
 
㧔㧟㧕ᠲᬺ⍴❗ᤨࠆߌ߅ߦ⡯ᬺ⛮⛯⸠✵㧔9GKVGTDKNFWPI㧕ഥᚑ 

ᠲᬺ⍴❗ᦼ㑆ਛに⡯ᬺ⛮⛯訓練ࠍฃ⻠するᓥᬺຬは、当⡯ᬺ⛮⛯訓練ߩฃ⻠⾌↪ࠍ、

⡯ᬺቯᚲ（AA）に↳⺧するߣߎにࠃりഥᚑࠇߐる。ഥᚑߩ▸࿐は、⡯ᬺ資ᩰࠍ

してߥᓥᬺຬにኻする全㕙⊛ᡰេ（ㅢ⾌、育ఽ⾌ࠍࠍ↪⾌ 100㧑⽶担）ࠄ߆、

ᣢに⡯ᬺ資ᩰࠍするᓥᬺຬにኻする部ಽ⊛ᡰេ（⾌↪ߩ 25㨪80㧑ߩ▸࿐で⽶担）ࠍ行

。るてߞߥߣまでߩ߽߁  
 
╙㧠▵ ฦ⒳ߩଦㅴ╷ 

㧝㧚㊄㌛⊛ᡰេ 

㧔㧝㧕参ടଦㅴߣ⾗㊄ឭଏ 

ೋᦼ⡯ᬺ訓練に㑐する機㑐ߩ資㊄提供は、࿑ 3-13  。るてߞߥߣㅢりߩ
 
࿑ ���� ೋᦼ⡯ᬺ⸠✵ߦ㑐ࠆߔᯏ㑐ߩ⾗㊄ឭଏ
����㨪���� ᐕ�㧔න� 㧕ࡠ࡙

ᡰ⚵❱  ᡰ㗵  
 2010 年 2011 年  2012 年  2013 年

ታᣉする⡯ᬺቇᩞࠍム࠹シス࡞アࡘ࠺  31 ం 31 ం  31 ం  㧙

全日制⡯ᬺቇᩞ  23 ం 23 ం  22 ం  㧙

⡯ᬺ訓練ᩞ(ߩઁߩߘ :1 年ߩၮ␆⡯ᬺ訓練、ዞ⡯೨⡯ᬺ訓練╬) 18.4 ం 19.2 ం  19.6 ం  㧙

ડᬺ㑆⡯ᬺ訓練ᣉ⸳(ÜBS) 0.4 ం 0.4 ం  0.4 ం  0.4 ం

ㅪ㇌㓹↪ࠛージࠚンシー(BA) 40 ం 37 ం  33 ం  31 ం

ᚲ : Ute Hippach-Schneider, Kristina Alice Hensen (Eds.)（2014） . 

 
㧔㧞㧕⸠✵ᣉ⸳╬߇ቢోߦḰߥ߈ߢਛዊડᬺะߌᡰេ 

ਛዊડᬺ、․にᚻᎿᬺડᬺߩਛには、訓練ⷙೣにቯる訓練ࠍቢ全に提供でߣߥ߈

ᄢ、訓練⸳にᛩߩჇട、ኾ㐷ᕈߩはਥに、↢↥ㆊ⒟におけるಽᬺࠇߎ。る߽ࠈߎ

資で߁ߣߥ߈資㊄㕙ߩ㗴߿ᕆㅦߥᛛⴚߩᄌൻ߇ߤߥℂ↱ߣしてࠇࠄߍる。߁ߎ

しߚਛዊડᬺࠍߤߥᡰេするߚに、ડᬺౝ訓練ߩቢߣ⊛⋠ࠍするޟડᬺ㑆⡯ᬺ訓練

ᣉ⸳（ÜBS㧦Überbetriebliche Berufsbildungsstätten）߇ޠる。ડᬺ㑆⡯ᬺ訓練ᣉ⸳

(ÜBS)は、ਥに法࿅（ၞߩ会⼏ᚲߤߥ）߿㕖༡࿅ߤߥでㆇ༡ࠇߐてる。ㆇ

༡⽷Ḯは、ㅪ㇌㓹↪ࠛージࠚンシー（BA）、ㅪ㇌政ᐭ（ਥに教育研究⋭）、Ꮊ政ᐭߩࠄ߆

ഥ㊄߇ߤߥる。  
てදജ㑐ଥߞ集ま߇ਛዊડᬺߩに、ⶄᢙߚߩᓧ₪ߩ↢お、ドイツでは、教育訓練ߥ

                                                  
32 Bundesagentur für Arbeit(2016)Annual report 2015, p.35. 27

27
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を 結 び 、 お 互 い 対 等 な 立 場 で 自 主 的 に 協 力 し あ う 「 訓 練 コ ン ソ ー シ ア ム

（Ausbildungskonsortium）」や「訓練協定（Ausbildungsverein）」等がある。「訓練コ

ンソーシアム（訓練共同体）」は、当該の中小企業は訓練生を迎え入れ、個別に訓練を行

うが、その企業が特定の内容の訓練分野を網羅できない場合、訓練生は足りない部分を

学ぶことができる別の企業に移動して訓練を行う（ローテーションの原則）というもの

である。また、「訓練協定（Ausbildungsverein）」は、企業が訓練を行う一方で、訓練契

約等の煩雑な管理業務を専門に行う組織を外部に設置する手法である。  
 
２. その他－非公式な教育訓練の状況 

最後に、非公式な（インフォーマル）教育の状況について述べる。法律上、非公式な

学習を介して取得した能力認定は、公認学習の認定と同等には扱われない。また、当該

分野で、専門能力の認定等を規定する規制条項はほとんど存在しないが、政策や訓練関

係者は、一般的にこの問題をそれほど重視していない。また、ドイツには、非公式教育

の記録や認定（certification）に関する全国統一の規則もほとんどない。  
公認教育訓練制度への参加手続き、在学や実習プログラム、後期中等レベルと高等教

育における認定時に、非公式に取得した能力はほとんど活用されていない。  
 非公式な学習成果を評価する上で最も重要な手段は、「Externen-Prüfung（外部志願

者向け試験、すなわち、公認職業訓練プログラムに関与していない者向けの試験）」とし

て知られる「職業教育訓練法（BBiG）第 45 項（2）に基づく最終試験」の受験許可であ

る。この規定に基づき、志願者が受験したいと考える職業に、少なくとも初期職業訓練

期間に対して規定された期間の 1.5 倍の期間雇用されていた旨の証拠を提供できる場合、

訓練をスキップして、公認訓練を必要とする職業（訓練対象職種）の最終試験の受験許

可を得ることができる。 
 
おわりに 

以上、ドイツには、3 分岐型の教育制度を起点に、若者を対象としたデュアルシステ

ムや継続職業訓練のほか、マイスターなどに代表される独自の職業教育訓練制度がある。 
職業訓練分野は、連邦教育研究省(BMBF)、連邦経済技術省(BMWi)、州政府、労使、

会議所、連邦雇用エージェンシー (BA)などが関与しており、職業教育訓練研究機構

(BIBB)は全関係者をとりまとめ、意見の収集、政策の実施に大きな力を発揮している。  
また、職業訓練による習得資格の評価は、「欧州資格枠組み（EQF）」に基づく「ドイ

ツ資格枠組み（DQR）」が指標となっており、2013 年 5 月から実施されている。  
いずれにしても、少子高齢化やデジタル化の進展など諸要因の中で、職業訓練制度は

近年その重要性を増しており、IT や英語訓練に重点を置いたデジタル時代に適応するた
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。るࠇߐ⋠ᵈ߇行ᣇߩており34、ᓟߞᬌ⸛߽ᆎまߩ⸳ᣂ制度ഃ、߿模⚝33ߩ訓練ߩ  
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